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計画策定の趣旨・目的 

 

次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るため、職場・職域における子育てしやすい

環境の整備に向けて、平成１５年７月に次世代育成支援対策推進法（以下「次世代法」と

いう。）が施行され、国や地方公共団体の機関等の特定事業主に対して、職員が仕事と子

育ての両立が図られるよう特定事業主行動計画の策定が義務付けられました。 

本市においても、平成２７年４月１日から平成３２（令和２）年３月３１日までの５年

間を計画期間とする「阿南市特定事業主行動計画」を策定し、男女ともに仕事と子育てが

両立できる職場環境の改善・充実と職員の仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バラン

ス）を目指し取り組んできました。 

 

さらに、平成２８年には、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性

の個性と能力が十分に発揮されることが重要であるとし、女性の職業生活における活躍を

推進し、豊かで活力ある社会の実現を図ることを目的として、女性の職業生活における活

躍の推進に関する法律（以下「女性活躍推進法」という。）が施行され、本市において

も、同年４月に「阿南市における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画」を

策定し、女性職員が個性や能力を十分に発揮し活躍できる環境の整備に努めてきました。 

 

これまでの行動計画では、職員が子育てしやすい職場環境の整備や女性の採用・登用の

拡大の推進等に向けた様々な取り組みを推進してきましたが、「次世代法」、「女性活躍

推進法」の二つの法律に基づくそれぞれの計画は趣旨や取組内容に重なる部分があること

から、より効率的に取組を実施するため、この度、両計画を一体化した新たな「阿南市特

定事業主行動計画」を策定しました。 

 

この新たな行動計画では、二つの法律で掲げている趣旨を踏まえ、これまでの取り組み

を引き続き推進していくとともに、男女が共に子育て等の生活と仕事を両立して、個性や

能力を最大限発揮できる働きやすい職場環境づくりをさらに推進していきます。 

 

 

 

 

令和２年１０月 
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１．計画期間 

令和２年１０月１日から令和７年３月３１日までとします。 

 

２．女性職員の活躍の推進に向けた体制整備等 

本市では、組織全体で継続的に女性職員の活躍を推進するため、行動計画策定等委員

会を設置し、本計画の策定・変更、本計画に基づく取組の実施状況・数値目標の達成状

況の点検・評価等について協議を行うこととしています。 

 

３．女性職員の活躍に関する状況把握 

  女性活躍推進法第１９条第３項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律

に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令（平成２７年内閣府令第６１号。

以下「内閣府令」という。）第２条に基づき、市長部局、議会事務局、選挙管理委員会

事務局、監査事務局、農業委員会事務局、教育委員会、消防本部の全部局において、女

性職員の職業生活における活躍に関する状況を把握し、改善すべき事情について分析を

行いました。 

 

⑴ 採用した職員に占める女性職員の割合（全部局） 

 

 

 

平成２９年度から令和２年度までの４年間において、新たに採用した正規職員１５

７人に占める女性職員の割合は、５６．６９％となっています。 

直近４年間においては、職種による男女差はありますが、全体的には半数を超えて

推移しています。 
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また、採用関係の目標としては、消防関係の女性受験者を毎年５名以上としており、

平成３０年度が１名、その他の年度では受験者なしという状況でした。 

今後、女性消防士の必要性について、より具体性のある広報活動を積極的に実施し、

優秀な人材の確保に努めます。 

 

 ⑵ 平均した継続勤務年数の割合（男女の差異） 

   平成２８年度から令和元年度までの各年度において、任期の定めのない職員の平均

した継続勤務年数については、男女による大きな差異は見られません。 

 

 

  ※任期付職員及び特別職は除く 

 

⑶ 職員一人当たりの超過勤務の状況 

  平成２８年度から令和元年度までの、職員一人当たりの一月の平均超過勤務の時間

数は次の表のとおりです。また、目標として前年度実績の２％の縮減を目指していまし

たが、平成２８年度から平成３０年度までの３年間では変動がなく、令和元年度は２．

０％の増加となりました。 

  超過勤務時間が変動する要因としては、突発的に生じる災害対応や、法改正に伴う新

制度の導入等急な業務の発生により、一時的に業務量が増加することがあることから、

平均値のみで判断できない場合もあります。 

 1人1月当たり超過勤務時間

（平均値） 

平成２８年度 14.8 

平成２９年度 14.8 

平成３０年度 14.8 

令和元年度 15.1 
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⑷ 管理的地位にある職員に占める女性割合 

  平成２９年度から令和２年度の４年間で管理的地位にある職員に占める女性割合は

年々増加していますが、令和２年度までの目標としている１５％を若干下回る結果と

なりました。 

 今後、様々な分野におけるキャリア形成が課題となっています。 

                           （主幹級以上） 

年度（４月１日時点） 男性 女性 女性割合 

平成２９年度 88 人 11 人 11.11％ 

平成３０年度 82 人 11 人 11.83％ 

令和元年度 74 人 12 人 13.95％ 

令和２年度 72 人 12 人 14.29％ 

  

⑸ 各役職段階に占める女性職員の割合 

  各役職段階に占める女性職員の割合は以下のとおりとなっており、毎年度、役職ご

とに若干の変動はあるものの大きな変化はありませんが、参事級や課長級に占める女

性職員の割合は４年間で大きく増加しています。 

 

 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

部長級 0％ 0％ 0％ 0％ 

副部長級 0％ 0％ 0％ 0％ 

参事級 0％ 0％ 16.67％ 20.00％ 

課長級 4.26％ 4.65％ 8.51％ 12.00％ 

主幹級 36.00％ 42.86％ 43.75％ 38.46％ 

課長補佐級 52.31％ 52.34％ 50.71％ 51.97％ 

主査級 40.91％ 47.62％ 50.98％ 49.06％ 

係長級 56.25％ 53.66％ 50.00％ 55.66％ 
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⑹ 男女別の育児休業取得率（全部局） 

  平成２８年度から令和元年度までの育児休業取得率は次の表のとおりです。女性は

１００％を達成しておりますが、男性は取得ができていない状況であり、職員への周

知や職場の理解を推進することが課題となっています。                                

職員区分 

男性 女性 

育児休業取得 

可能職員数 

育児休業 

取得職員数 
取得率 

育児休業取得

可能職員数 

育児休業 

取得職員数 
取得率 

平成２８年度 15人 0 人 0％ 13 人 13 人 100％ 

平成２９年度 17人 0 人 0％ 18 人 18 人 100％ 

平成３０年度 21人 0 人 0％ 24 人 24 人 100％ 

令和元年度 20人 0 人 0％ 23 人 23 人 100％ 

  ※育児休業取得可能職員：年度中に育児休業が取得できることとなった女性職員及び 

年度中に新たに子が生まれた男性職員 

    

⑺ 男性職員の配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇取得率 

  平成２８年度から令和元年度までの男性職員の配偶者出産休暇取得率は、目標とし 

ている８０％前後を推移しています。育児参加休暇取得率は、目標としている１５ 

％を上回っています。 

 

 

  ※休暇取得率＝実際に休暇を取得した男性職員/年度中に新たに子が生まれた男性職員 
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４．今後の計画の推進に向けた数値目標の設定と具体的な取組 

  当該課題の分析結果を踏まえ、ワーク・ライフ・バランスや女性活躍等を推進するた

め、次のとおり目標を設定します。 

  なお、この目標は、市長部局、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査事務局、農 

業委員会事務局、教育委員会事務局、消防本部の全部局における共通した目標として掲 

げています。 

 

⑴ 職員の勤務環境に関するもの 

① 出産・子育てしやすい勤務環境の整備 

   男女共同参画の意識を高め、男女が互いに家事・育児・介護等の役割を積極的に

担いながら、安心して仕事ができる職場環境を整備します。 

 

【目標】 

  ア 女性の育児休業取得率１００％を維持します。 

イ 令和６年度末までに、男性職員の育児休業取得率が１０％以上となるよう目指

します。 

ウ 令和６年度末までに、男性職員の配偶者出産補助休暇の取得率が９０％以上、

男性職員の育児参加休暇の取得率が４０％以上となるよう目指します。 

 

【取組】 

ア 妊娠中及び出産後における配慮 

  ａ 母性保護及び健康管理の観点から設けられている特別休暇等の制度、及び出

産費用の給付等の経済的支援措置等について周知を図ります。 

  ｂ 妊娠中の職員の健康や安全に配慮し、業務負担の見直しを図ります。 

    ｃ 育児休業を取得している職員が円滑に職場復帰できるよう、休業中の職員に 

対する業務に関する情報提供・能力開発を行うともに、職場復帰に際して研修 

その他の必要な支援を行います。 

イ 男性の子育て目的の休暇等の取得促進  

 子どもの出生時における父親の特別休暇、育児休業制度等に関する育児休業手 

当金等の経済的な支援措置について周知を図り、男性の子育て目的の休暇等の取 

得を促進します。 

   ウ 子育てを行う女性職員の活躍推進に向けた取組 

    ａ 女性職員を対象とした取組 

     （ａ） 育児休業を取得する女性職員等に対するキャリア形成支援 

   （ｂ） 育児などの女性職員の状況に配慮した人事運用 

     （ｃ） 女性職員の相談に乗り助言するメンター制度の導入の推進 

  ｂ 管理職等を対象とした取組 

   （ａ） 職域拡大等による女性職員への多様な職務機会の付与 
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   （ｂ） 管理職に必要なマネジメント能力等の付与のための研修等の実施 

 

② 超過勤務の縮減 

   限られた時間の中で集中的・効率的に業務を行うことで、時間あたりの生産性を  

  高め、業務の優先順位や業務プロセスの見直し等に向けた取組を行います。 

 

【目標】 

   年間の総時間外勤務数については、原則、規則で定める時間外勤務の上限を超えな

いこととします。   

 

【取組】 

  ア 各職員の１年間の超過勤務時間数について、規則に定める上限目安時間（３６０

時間）を周知徹底し、大幅に超える職場へ指導を行うとともに、超過勤務の多い職

員に対して、産業医と連携した適切な指導や健康診断の実施等、健康面における配

慮を充実させます。 

イ ノー残業デーが確実に実施できるよう、安全衛生委員会から毎週水曜日の「ノー

残業デー」の勤務開始時と勤務終了１時間前の２回、庁内放送を実施し定時退庁を

促します。 

ウ 会議の打ち合わせなどは庁内メールの活用を促し、会議資料は事前に配付するな

ど、会議時間を短縮し効率化を図ります。 

エ 事務の簡素合理化を推進し、新たに事業等を実施する場合には、目的、効果、必

要性等について十分検討の上実施し、併せて、既存の事業等との関係を整理し、代

替的に廃止できるものがないかなど事業の見直しを通じて、職員の負担の軽減を図

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

～時間外勤務の上限規制～ 

  時間外勤務の上限時間が規則で規定され、令和元年度から適用されました。 

❶時間外勤務の上限  原則月４５時間以下 年３６０時間以下 

❷他律的業務（業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を 

自ら決定することが困難な業務）の比重が高い部署に勤務する職員 

 月１００時間未満 ２～６箇月平均８０時間以下 年７２０時間以下  

＊災害時の業務を除く 

＊上記の上限時間については、週休日の勤務を除く 
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③ 休暇の取得の促進 

   ア 年次休暇の取得の促進 

    ａ 部課長会等を通じて、所属長に対し、職員の年次休暇の取得状況を把握させ、

計画的に年次休暇が取得できるよう指導・助言等を行い、職員の意識改革を図り

ます。     

    ｂ 安心して職員が年次休暇の取得ができるよう、事務処理において相互応援が

できる体制を整備します。 

   イ 連続休暇等の取得の促進 

    ａ ゴールデンウイークやお盆期間における公式会議の自粛を行います。 

    ｂ 子どもの看護休暇等の特別休暇を周知するとともに、取得を希望する職員に

対して、１００％取得できる雰囲気の醸成を図ります。 

 

⑵ 女性職員の活躍推進 

① 管理的地位への女性職員の登用拡大 

   管理的地位にある職員に占める女性割合は、育児・介護など時間に制約のある時期

においても個々のパフォーマンスが十分に発揮できる環境の中で、働くことを通じて

得られる人間的成長や自己実現を追及し、その後のキャリア形成についても前向きな

選択ができるようにする取り組みについての成果目標の一つということができます。

そういう意味では、女性管理職比率は「働きやすさ・働きがい」を示す指標になると

も考えられます。 

   これらのことから、本市では引き続き管理職に占める女性の比率向上に向けて取り

組みます。 

 

【目標】 

令和６年度までに、管理的地位にある職員に占める女性割合２５％以上を目指し

ます。 

 

【取組】 

ア 職域拡大等による多様な職務機会を付与し、能力・意欲向上及び管理職登用に

必要なマネジメント能力向上のための研修への積極的な参加を促すことで、女性

職員のキャリア形成の支援に努めます。 

   イ 女性職員が安心して定年まで働けるよう職場環境の整備を図ります。 

 

② 採用関係 

   阿南市では、かねてから性別に関わらない能力本位での採用を実施しており、職

種の特性による偏りはあるものの、全職種を合わせると概ね男女同程度の比率で採

用できていることから、引き続き積極的な女性職員の確保に努めます。 
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【目標】 

令和６年度までに消防職における女性の採用者３名以上を目指します。 

   

【取組】 

ア 女性消防士の必要性についても、市の広報紙やホームページ等を通じて発信す

るなど積極的に広報活動を実施し、男女問わず新規採用試験の受験者が増えるよ

う努めます。 

イ 特定の性別に偏らないよう配慮しながら適材適所を原則とした女性消防士の職

域の拡大に努めます。 

 

⑶ 職場風土を改革するための取組  

① ハラスメントの防止 

  ア 事業主の義務 

   ａ 事業主は、ハラスメントを防止するための雇用管理上講ずべき措置義務があ  

    ることから、相談苦情処理窓口を設置し、ハラスメントに関する相談又は苦情 

に対応します。 

ｂ ハラスメントを防止するため、職員に対し制度の周知等、必要な研修を実 

施します。 

   イ 職員の意識改革 

    ａ 日頃から相談しやすい雰囲気をつくり、気軽に相談できる職場環境を整える 

     よう心がけます。 

    ｂ ハラスメントに起因する問題が生じたときは、職場全体の問題と捉え、迅速 

     かつ適切に対応します。 

    ｃ 職員一人ひとりがお互いの人格を尊重し合うとともに、お互いが大切なパー 

     トナーであるという意識を持って取り組みます。 

 

  ② 会計年度任用職員の職場環境の整備 

    会計年度任用職員においても、働き方の見直しや休暇の取得促進により、仕事と家

庭の両立を支援しなければなりません。 

会計年度任用職員に対して特別休暇等の制度の周知を図るとともに、正規職員との

業務のバランスを適切に調整し、互いに支え合える職場環境を構築します。 

   


